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愛媛大学長と中国四国農政局長が包括的連携協力協定に基づく 
今後の取組について意見交換を実施 

（合同記者説明会を実施） 

 
記 

  
１．日時 

（１）意見交換 ： 令和５年６月９日（金曜日）13 時 40 分～14 時 50 分 
（２）合同記者説明会 ： 令和５年６月９日（金曜日）15 時 00 分～15 時 30 分 

 
２．場所 

愛媛大学 本部棟５階 （松山市道後樋又 10 番 13 号） 
（１）意見交換       第１会議室  
（２）合同記者説明会 第２会議室 
 

３．次第 
（１）意見交換【非公開】  

      （２）合同記者説明会 【公開】  
          愛媛大学長         仁科 弘重 
          中国四国農政局長   山本 徹弥 
 
 
【報道機関の皆様へ】 

意見交換は非公開ですが、冒頭のカメラ撮影は可能です。 

また、合同記者説明会を、15時から公開で行います。 

取材をご希望の方は、問い合わせ先にお申込みをお願いします。 

申込締切：令和５年６月８日（木曜日）１７時 

愛媛大学と農林水産省中国四国農政局は、食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展及び農村の振興

などに寄与することを目的として、令和２年１月に包括的連携協力協定を締結して以降、各種シンポジウムの共

催、社会人リカレント教育の推進などの様々な連携活動を行ってきました。 

今年度、愛媛大学は、機能性食品の開発、栄養疫学研究の社会実装、個々人の健康に寄り添った情報発信

による健康長寿社会の実現、及び食品機能学研究の国際展開と社会実装を展開するために「（農学研究科附

属）食品健康科学研究センター」の全学センター化（食品健康機能研究センターに改組）を行う予定です。 

他方、農林水産省では、世界的な食料情勢の変化や、地球環境問題、海外の市場の拡大等我が国の農業を

取り巻く情勢が想定外のレベルで変化していることから、農政の基本理念や政策の方針を示す食料・農業・農

村基本法の検証・見直しを行っているところです。 

この度、愛媛大学と中国四国農政局は、こうした状況を踏まえつつ、より緊密な連携の下で、新たな取組の展

開を検討するため、学長と局長による意見交換を実施します。 

なお、本意見交換は非公開ですが、冒頭のみカメラ撮影が可能です。また、意見交換終了後に合同記者説明

会を開催し、結果概要をお知らせします。 

本件に関する問い合わせ先 
 愛媛大学 社会連携支援部 社会連携課 
 大本 盛嗣 
 TEL：089-927-8963  
 Fax：089-927-8820 
 E-mail：renkei@stu.ehime-u.ac.jp 
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